
                      

【記載例 5－3】  連帯債務に係る住宅借入金等について、「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」（以下「年

末残高等証明書」という。）に記載されている「住宅借入金等の内訳」欄の区分が２以上あるとき 

 

 

                    （家屋）        （土地等） 

居住開始年月日（先行取得日）    平成17年11月20日  （平成16年４月10日） 

取得対価の額             20,000,000円      30,000,000円 

総床面積又は総面積          100㎡          120㎡ 

居住用部分の床面積又は面積      100㎡          120㎡ 

居住用割合              100％              100％ 

共有                 Ａ・Ｂ 

共有持分               家屋  Ａ １／２  Ｂ １／２ 

                   土地等 Ａ ２／３  Ｂ １／３ 

 

資金の調達状況 

 Ａの自己資金    7,000,000円（うち土地等の先行取得分 5,000,000円） 

 Ｂの自己資金    8,000,000円（うち土地等の先行取得分 5,000,000円） 

Ａの単独債務に係る住宅借入金等に関する事項 

   住宅借入金等の内訳   「住宅及び土地等」 

   年末残高（当初借入金額）  2,900,000円（3,000,000円） 

 Ｂの単独債務に係る住宅借入金等に関する事項 

   住宅借入金等の内訳   「住宅及び土地等」 

   年末残高（当初借入金額）  1,900,000円（2,000,000円） 

 Ａ・Ｂの連帯債務に係る住宅借入金等に関する事項 

   住宅借入金等の内訳   「住宅及び土地等」 

   年末残高（当初借入金額）  9,800,000円（10,000,000円） 

   住宅借入金等の内訳   「土地等のみ」 

   年末残高（当初借入金額） 18,000,000円（20,000,000円） 

※ 連帯債務の負担割合については、当事者間において取り決めがされていない。 

  なお、記載例はＡに係るものである。 

 

 

（注）１ 連帯債務に係る住宅借入金等について、年末残高等証明書に記載されている「住宅借入金等の内訳」

欄の区分が２以上ある場合には、付表を複数枚作成することとなる。 

 

（注）２ 控除額計算明細書の「５ 居住用部分の家屋又は土地等に係る住宅借入金等の年末残高」のⒼの⑤欄

は、家屋及び土地等の全体について作成する付表の⑯欄の金額から、土地等のみに係る部分について作

成する付表の⑯欄の金額を控除した残額を記載する。 

      また、Ⓖの⑥欄には「Ⓒの②－Ⓔの⑥－Ⓕの⑥」とⒼの⑤欄のいずれか少ない方の金額を記載し、併

せて「Ⓒの②－Ⓔの⑥－Ⓕの⑥」の金額を欄外に記載する。 
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設 例 



                      

〔控除額計算明細書〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－２７－ 



                      

〔付 表〕 

   

① 土地等のみに係る部分について作成するもの 
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〔付 表〕 

    

② 家屋及び土地等の全体について作成するもの 
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